
２資料

内航海運の現状と国土交通省の取組みについて

１．内航海運の現状

（１）輸送量

・平成１３年度の内航海運の輸送量は、５．２億トン、２，４４５億トン

キロ

・トンキロベースでの輸送分担率（シェア）は、４２％

とりわけ、鉄鋼、石油、セメント等の産業基礎物資については、約８割

を担っており、内航海運は、我が国の経済活動・国民生活を支える基幹

的輸送機関

（２）環境面等での優位性

・輸送トンキロ当たりの二酸化炭素排出量は、トラックの５分の１

・従業員１人当たりの輸送トンキロは、トラックの３７倍

内航海運は、環境に優しく、効率性に優れた輸送機関

・そのため、地球温暖化対策推進大綱（平成１４年３月地球温暖化対策推

進本部決定）において、内航海運の輸送分担率を平成２２年に４４％と

することが目標として盛り込まれている

（３）内航海運事業者の概要

・内航海運業法上、内航海運事業者は、運送事業者（オペレーター）と船

舶貸渡事業者（オーナー）に区分される

オペレーター：荷主と運送契約を締結し、運賃を収受

オーナー：オペレーターに船舶（及び船員）を貸し渡し、用船料を収

受。荷主と運送契約を締結することはできない

・オペレーターは、約７００事業者

（１，６００隻 １７０万総トンの船舶を所有）

オーナーは、約２，３００事業者

（３，４００隻 １９０万総トンの船舶を所有）

（４）事業者数の推移

・現在のオペレーター・オーナー制度となった昭和４６年度から平成１４

年度までの約３０年間で、

オペレーターは、約９００事業者から約７００事業者へと、２割減少

オーナーは、約６０００事業者から約３０００事業者へと、半減



（５）内航海運事業者の経営実態

・事業規模に比して船舶の建造費用が高額（一種の装置産業）であるとい

う事業特性のため、内航海運事業者の投資負担は重い

固定比率、負債比率ともトラック事業者の４倍

・老朽船舶（船齢１４年以上の船舶）の比率は、隻数ベースで４８％、

総トン数ベースでも２７％と大きい

２．国土交通省の取組み

（１）内航海運を巡る様々な環境変化

・長引く景気の低迷、国際競争の激化による産業界からの物流効率化（コ

スト低減）要請の高まり

・京都議定書で６％のＣ０ 削減が義務付けられるなど、環境保全に対す２

る要請の高まり

・内航船員の減少、高齢化など船員問題への対応

・船腹調整事業（実質的な需給調整規制）の廃止（平成１０年）など内航

海運の競争的市場構造への転換 等

（２）次世代内航海運ビジョン

・ １）の状況変化を踏まえた海運、船舶、船員等海事分野全般にわたる（

、 、内航海運行政の具体的な取組みの方向性について 平成１３年７月より

国土交通省海事局長の私的諮問機関である次世代内航海運懇談会が設置

され、平成１４年４月「次世代内航海運ビジョン ～２１世紀型内航海

運を目指して～」が取りまとめられた

・同ビジョンの概要は、以下のとおり

基本的方向性

健全かつ自由な事業活動を促す市場環境の整備

効率的で安全かつ環境に優しい輸送サービスの構築

具体的施策

①事業規制の見直し

・参入規制（現行：許可制）の緩和等事業展開の多様化・円滑化

・運航管理制度の導入等輸送の安全の確保 等

②技術開発・普及

・次世代内航船（スーパーエコシップ）の技術開発・普及 等

③社会的規制の見直し

・船員の乗組み体制に関する規制の見直し

・船員労務供給事業への民間参入 等

④財政的支援措置等

・運輸施設整備事業団の船舶共有建造の活用 等

・国土交通省においては、現在、同ビジョンの具体化に向けて取り組んで

いるところ
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運送事業者（オペレーター）
７００事業者

貸渡事業者（オーナー）
２，３００事業者

運航船舶 ５,０００隻・３６０万総トン

内航海運事業者の概要

所有船舶 ３,４００隻・１９０万総トン

マンニング事業者
及び休止事業者

６００事業者

１．荷主と運送契約を締結し、運賃を収受。

２．自社船とオーナーからの用船を使用して運航する。
・自社船 １,６００隻・１７０万トン
・用船 ３,４００隻・１９０万トン

３．オペレーター上位４０事業者の運航船舶は、
１,３００隻（２６％）・１６０万総トン（４４％）を占める。

１．オペレーターと用船契約を締結し用船料を収受。
２．基本的に、船舶を所有し、船員を雇用し、船舶を

管理する。

注１．複数隻所有オーナーには、700総㌧以上の１隻所有オーナーを含む。
２．生業的オーナーとは、300総㌧未満の１隻所有オーナーである。
３．（ ）内の数値は、内航事業者全体を１００とする指数値。

１９０万（５３）３,４００（６８）２,３００（７６）オーナー計

１８万（ ５）９００（１８）９００（３０）
生業的オー

ナー

３２万（ ９）７００（１４）７００（２３）１隻所有

１４０万（３９）１,８００（３６）７００（２３）複数隻所有

総トン数隻 数事業者数内 訳
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内 航 海 運 業 の 経 営 実 態

１ ． 経 常 収 支 等 （ 平 成 １ ３ 年 度 １ 社 平 均 ）

内 航 海 運 業 収 入 営 業 利 益 経 常 利 益 黒 字 事 業 者 比 率

内 航 運 送 業 ２ ３ ． １ 億 円 ２ ６ 百 万 円 ４ 百 万 円 ６ ４ ％

内 航 船 舶 貸 渡 業 ３ ． １ 億 円 １ ４ 百 万 円 ７ 百 万 円 ５ ７ ％

２ ． 重 い 投 資 負 担 (平 成 １ ３ 年 度 )

内 航 船 舶 貸 渡 業 ト ラ ッ ク 事 業 全 産 業 平 均

固 定 比 率 １ ０ ６ １ ( ） ２ ９ ０ ( ） ２ ２ ０ ( )（ ）※ １ 100 27 21

負 債 比 率 １ ４ ０ ８ ( ) ３ ８ ９ ( ) ２ ９ ７ ( )（ ）※ ２ 100 28 21

（ ） は 内 航 海 運 業 者 を １ ０ ０ と し た 比 率

※ １ 固 定 比 率 ： 自 己 資 本 に 対 す る 固 定 資 産 の 割 合 (一 般 に ２ ０ ０ を 超 え る と 投 資 過 剰

で あ る と 言 わ れ て い る ）

※ ２ 負 債 比 率 ： 自 己 資 本 に 対 す る 負 債 の 比 率 （ 一 般 に ３ ０ ０ 以 下 が 望 ま し い と 言 わ

れ て い る ）

３ ． 老 朽 船 比 率

内 航 貨 物 船 の 老 朽 船 （ 船 齢 １ ４ 年 以 上 の 船 舶 ） 比 率 は 、 平 成 １ ４ 年 度 末 現 在 、 隻 数
ベ ー ス で ４ ８ ％ 、 総 ト ン 数 ベ ー ス で も ２ ７ ％ と 大 き い 。



次世代内航海運ビジョン（平成14年4月策定）

内航海運

国内物流の基幹的
モードとしての役割

従来の内航海運施策

１．内航海運近代化のための
転廃業、集約合併等の構造
改善対策

２．船腹調整事業から暫定措
置事業に至る船腹調整

内航海運を巡る環境変化

１．企業の国際競争激化等に
よる物流効率化要請の高まり

２．環境保全の取り組みの強化

３．船員問題への対応

４．内航海運の競争的市場構造
への転換

等

健全かつ自由な事業活動
を促す市場環境

効率的で安全かつ環境に
優しい輸送サービス

事業規制の見直し 技術開発・普及 社会的規制の見直し 財政的支援措置

内航海運の
環境面

での優位性

① 事業展開の多様化・円滑化
② 市場機能整備
③ 輸送の安全の確保

① 次世代内航船

（スーパーエコシップ）
② 高度船舶安全管理システム
③ 効率的物流システムの構築

① 船舶の性能・構造要件や

船員乗組み体制に関する
規制の見直し

② 優良な船員の確保、船員

労務供給事業への民間参入

◎国内海上物流コストのより一層の低減

◎経済の活性化と産業競争力の向上

内航海運の輸送分担率の向上

モーダルシフトの推進

環境保全への寄与

CO2１００万トン削減

実施スケジュールの
明確化

① 運輸施設整備事業団
の船舶共有建造の活用

② 予算、税制措置等



次世代内航海運ビジョンでの指摘事項及び現在の検討状況

次世代内航海運ビジョンでの指摘事項 現 在 の 検 討 状 況

① 内航海運業法改正検討
●許可制を登録制に緩和するとともに、オペレータ 内航海運制度検討会において、関係者等と検討中。
ー（内航運送業）とオーナー（内航船舶貸渡業）の
事業区分を廃止
●運航管理制度の導入等安全に関する規制を新設

平成１４年７月、船員職業紹介等研究会が、船員に係② 船員職業安定法改正検討
●船員職業紹介事業及び船員労務供給事業への民間 る常用雇用型派遣事業制度の創設及び無料職業紹介事業
参入 者の拡大を内容とする報告を取りまとめ。現在、見解が

不一致の事項について、関係者間で調整中。

③ 船員配乗見直し検討
、 。●船員の乗り組み体制について、有識者、使用者、 内航船乗組み制度検討会において 関係者等と検討中

労働組合等で構成される｢内航船乗組み制度検討会｣
を立ち上げ、総合的な検討を実施

④ 事業団の船舶共有建造業務の重点化等
●共有建造条件を船種別建造から政策目的別建造に 物流高度化等に資する船舶の建造を促進するための方
変更（政策目的に合致しない船舶は建造対象から除 策を検討中。
外）し、分担割合（共有比率）を見直し

要素研究の早期完了を図る。また、実証試験船の船主⑤ 次世代内航船（スーパーエコシップ）の研究開発
を決定後、その詳細設計に出来るだけ早く着手する。・普及の推進

●次世代内航船（スーパーエコシップ）の早期の研 技術革新に対応した船員の乗り組み体制の見直し、ガ
究開発及び普及に向けた環境整備 スタービンのリース制度の創設、検査の簡素化などから

なる普及に向けた環境整備につき検討中。



次世代内航海運ビジョンの概要

１．内航海運を巡る様々な環境変化

①物流効率化要請の高まり

長引く景気の低迷、経済のグローバル化の進展に伴う国際競

争の激化等を受けて、内航海運の主要荷主である鉄鋼、石油、

セメント等の産業基礎物資の製造企業においても、近年、合併

や事業提携による事業再編の動きが活発化している。

こうした中で、産業界からの物流効率化（コスト低減）要請

が高まっている。

②環境保全に対する要請の高まり

平成９年１２月の気候変動に関する国際連合枠組条約第３回

締約国会議で採択された｢京都議定書｣において、我が国につい

ては、２００８年から２０１２年までの第１約束期間の平均で

１９９０年の水準より６％の二酸化炭素の削減が義務付けられ

、 。るなど 地球的規模での環境保全に対する要請が高まっている

③船員問題への対応

内航船員数は、過去１０年で３７％の減少となっている。そ

の年齢構成についても、４０歳以上の船員が全体の７４％を占

める逆ピラミッド型となっており、将来的な船員不足が懸念さ

れる。

加えて、物流効率化の進展等に伴い、船員の労働環境も厳し

いものとなってきており、優良な船員を安定的に確保する観点

からは、教育・育成及び雇用対策とともに労働環境の適切な改

善に取り組んでいくことが求められている。

④内航海運の競争的市場構造への転換

平成１０年５月、実質的な需給調整規制である船腹調整制度

が廃止され、内航海運の競争的市場構造への転換が図られた。

２．内航海運行政における今後の取組みの基本的方向性

１．のような環境変化を踏まえ、

○ 健全かつ自由な事業活動を促す市場環境の整備

○ 効率的で安全かつ環境に優しい輸送サービスの構築

の２点を、内航海運行政における今後の取組みの基本的方向

性とする。



３．具体的施策

（１）事業規制の見直し（内航海運業法の改正）

①事業展開の多様化・円滑化

・参入規制を許可制から登録制に緩和する。

・オーナーとオペレーターの事業区分を廃止する（オーナ

ーも荷主と運送契約の締結が可能となる 。。）

②市場機能整備

・公正取引委員会と連携して、適正な市場環境の整備（下

請法の適用範囲拡大、独占禁止法の運用強化）を図る。

・運送約款の作成・届出を義務付ける。

③輸送の安全の確保

・船舶管理規程（仮称）の作成・届出を義務付ける。

・輸送の安全確保のために必要な事業活動の是正措置を命

じることができる制度を整備する。

（２）技術開発･普及

①次世代内航船（スーパーエコシップ）

・スーパーエコシップの早期の研究開発及び普及に向けた

環境整備を行う。

②高度船舶安全管理システム

・船舶の推進機関等の遠隔監視･診断システム、陸上支援

システム及びこれを基礎とした新たな運航管理システム

を組み合わせたシステムである高度船舶安全管理システ

ムの早期の研究開発及び普及に向けた環境整備を行う。

③効率的物流システムの構築

・海運に係る利用運送事業制度の見直しを行う（既に措置

。 。）済み 海運に係る第二種利用運送事業が可能となった

・港湾荷役の効率化・サービスの向上を図る。

（３）社会的規制の見直し

①船舶の性能・構造要件や船員乗組み体制に関する規制の見

直し

。・船舶の性能･構造要件の性能基準化を継続的に実施する

・船員乗組み体制に関する規制内容の弾力化等について検

討を行う。

②優良な船員の確保、船員労務供給事業への民間参入

・求人・求職情報の電子申請化、求人・求職情報のデータ

ーベース化等電子化システムの構築を行う。

・船員職業紹介事業及び船員労務供給事業への民間参入

（現在は、政府及び無償で行う労働組合のみ）



（４）財政的支援措置等

①運輸施設整備事業団の船舶共有建造の活用

・運輸施設整備事業団の船舶共有建造業務の重点化を図

る。

②予算、税制措置等

・各施策の具体化と併せ、必要な予算、税制等の財政支援

措置についても迅速かつ着実に取り組む。

４．次世代内航海運ビジョンの推進の意義

次世代内航海運ビジョンに盛り込まれた各種内航海運の活性

化対策を官民一体となって迅速かつ着実に推進することによ

り、内航海運の競争力向上及び経営基盤の強化を図りつつ、国

内海上物流コストのより一層の低減が図られる。

このような内航海運の活性化は、我が国経済の活性化と産業

の競争力の向上に不可欠なものである。

また、こうした取組みを推進することは、モーダルシフトを

促し、内航海運の輸送分担率を向上させることにより、二酸化

炭素排出量を削減することにも資し、環境保全にも寄与するも

のである。




